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新宿区の民泊ルールと法案内容の検討について 

区分 区のルール(H28年 12月時点) 住宅宿泊事業法案（抜粋） 「法案評価」☆と「検討方針」● ▲留意事項 

理
念
・目
的 

 （目的） 

第1条 この法律は、我が国における観光旅

客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事

業を営む者に係る届出制度並びに住宅宿泊

管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む

者に係る登録制度を設ける等の措置を講ず

ることにより、これらの事業を営む者の業務

の適正な運営を確保しつつ、国内外からの

観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応

してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、も

って国民生活の安定向上及び国民経済の発

展に寄与することを目的とする。 

●区としての「理念・目的」を定め、明示

することとする。 

①区として、住宅宿泊事業に関して住宅宿

泊事業法（以下「法」という）の趣旨を

踏まえ、区民の安全で平穏な生活環境を

守るために都市部における住宅宿泊事

業に関する適正なルールを定める。 

②住宅宿泊事業者の適正な運営を確保し

つつ、旅館・ホテル等の機能を補完し、

国内外からの観光旅客の宿泊需要にも

対応していく。 

③法の適正な運用を図り、新宿区の発展に

寄与する。 

 

 

１ 

区
・区
民
・事
業
者
責
務
の
明
示 

①区は、民泊の適正な運営と違法民泊の

防止など、ルールの目的達成のために

必要な施策を推進する。 

②区は、施策の推進にあたっては区民・事

業者及び警察署、消防署など関係機関

と連携を図る。 

③区民及び事業者は、ルールの目的を理

解し、区の行う施策に協力をする。 

 

▽法案に規定なし ●区、区民及び事業者の責務を明確化し、

住宅宿泊事業の適正な運営を確保する

ため、関係機関と連携する旨を明示す

る。 

 

資
料
５
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区分 区のルール(H28年 12月時点) 住宅宿泊事業法案（抜粋） 「法案評価」☆と「検討方針」● ▲留意事項 

２ 

民
泊
の
適
正
な
運
営
の
た
め
の
措
置 

⑴
民
泊
禁
止
区
域
の
指
定 

①区は、区内の各地区の特性を勘案し、区

民の平穏な生活環境を保持するため

に、必要な限度において、民泊を禁止す

る区域を指定・変更・解除する。 

 

禁止区域の指定・変更・解除にあたっての

検討事項 

・用途地域について 

・家主居住型の取り扱い 

（条例による住宅宿泊事業の実施の制限） 

第 18条 

都道府県（第68条第1項の規定により同項に

規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処

理する保健所設置市等の区域にあっては、

当該保健所設置市等）は、住宅宿泊事業に

起因する騒音の発生その他の事象による生

活環境の悪化を防止するため必要があると

きは、合理的に必要と認められる限度におい

て、政令で定める基準に従い条例で定めると

ころにより、区域を定めて、住宅宿泊事業を

実施する期間を制限することができる。 

☆法案第 18条は、住宅宿泊事業の実施

制限が、条例事項となったことから、

都道府県（保健所設置市・特別区）

の条例で規定することが可能となっ

た。 

 

●政令の基準内容と限度範囲等を確認し

た上で、条例立案の準備・検討を進める。 

 

・条例で規定すべき基準の具体的範囲を確

認するため、厚生労働省・国土交通省・

観光庁から政令・省令・ガイドライン等

に関する情報を収集する。 

 

 

●法案条文の、「合理的理由」などの根拠

や解釈について検討する。 

▲事業の期間制限を設けるにあ

たっては、以下の観点で検討

を行う。 

ア 住宅宿泊事業に起因してい

ること 

イ 生活環境の悪化防止に必要

であること 

 ・騒音の発生 

 ・その他の事象 

ウ 合理的に必要と認められる

限度であること 

エ 区域を定めること 

オ 期間を制限すること 

 

≪事業の実施制限≫ 

① 区域について 

〇学校、保育園、公園等の施

設周辺での制限 

〇用途地域等による制限 

 

② 期間について 

〇季節的制限 

〇曜日による制限 
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２ 

民
泊
の
適
正
な
運
営
の
た
め
の
措
置 

⑵
事
業
者
に
よ
る
近
隣
住
民
へ
の
事
前
説
明
等 

①民泊営業を行おうとするものは、事前に

その旨を近隣住民に対し説明するととも

に、説明に関する疑問・質問に対し適切

に対応し、理解を得る。 

②安全な生活環境保持のため、近隣住民

だけでなく、所管の警察署、消防署、そ

の他関係機関との事前協議も行う。 

③事業に伴い発生する廃棄物の処理方法

などについて営業開始前に区に報告す

る。 

事前説明等に対する検討事項 

・説明の内容  ・事前の周知期間 

・周知対象となる近隣住民の範囲 

・説明会の開催方法 

▽法案では、事業開始前に、説明や協議・報

告を行う旨の規定はない。 

●事業開始前に、近隣住民に対する説明や

関係機関との協議に関する報告を区へ

行う旨の規定の法制面での検討を行う。 

・事前説明の内容、実施時期、対象とする

近隣住民等の範囲の明確化などを検討

する。 

 

●事業者から届出を受けた際、行政指導の

根拠として事前説明の規定を活用する。 

▲法に規定がないため、近隣住

民等への事前説明を義務化

することは難しい。 

 

 

 

≪事前説明規定の想定例≫ 

〇事前説明を努力義務とする 

〇事前説明又は事前周知のい

ずれかを努力義務とする 

 

⑶
法
令
、
契
約
、
管
理
規
約
違
反
の
無
い
事
の
確
認 

①賃貸等により住宅等を他人に提供するも

のは、民泊を禁止する場合には、契約の

締結に際して、相手方に民泊を行わせな

い旨を約させる。 

②建物の区分所有者は、民泊を許容する

か否か管理規約等に明記するよう留意

する。 

③法令等に反して民泊営業を行っているこ

とが判明した場合には、賃貸借契約や

管理規約の内容を確認の上、是正を図

るなど適正な運営に努める。 

▽法案では、転貸や管理規約に違反する場

合に、制限や禁止をする規定はない。 

（欠格事由） 

第 4 条 次の者は、住宅宿泊事業を営んで

はならない。 

１ 成年被後見人又は被保佐人 

２ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

３ 第 16条第2項の規定により住宅宿泊事業の廃

止を命ぜられ、その命令の日から 3 年を経過しな

い者（以下略） 

４ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しく

は旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ…

（以下略） 

５ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律第 2条第 6号に規定する暴力団員（以下略） 

６ ～８ （略） 

 
 

☆法案第 4 条で、事業者の欠格事由が

規定された。 

 

●賃貸借契約書や管理規約に、「住宅宿泊

事業の実施の可否について明記する」こ

とを奨励する規定の検討をする。 

 

・法令違反や欠格事由の具体的範囲や運用

方法を確認するため、国から通知やガイ

ドライン等に関する情報を収集する。 
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区分 区のルール(H28年 12月時点) 住宅宿泊事業法案（抜粋） 「法案評価」☆と「検討方針」● ▲留意事項 

２ 

民
泊
の
適
正
な
運
営
の
た
め
の
措
置 

⑷
開
始
手
続
き 

①民泊事業者は、事前に行った説明会な

どの資料や関係機関との協議結果を区

に提出する。 

②当該施設で適法に民泊を行うことを証明

する書類など、適正に運営が行える旨の

書類を提出する。 

③区は、適正な運営を行う民泊事業者及

び民泊施設に関する情報について、区

民等に周知する。 

 

開始手続きに対する検討事項 

・添付書類 

（届出書記載事項） 

第 3条第 2項 

1 商号、名称又は氏名及び住所 

2 法人である場合においては、その役員

の氏名 

3 未成年者である場合においては、その

法定代理人の氏名及び住所（法定代理人が

法人である場合にあっては、その商号又は

名称及び住所並びにその役員の氏名） 

4 住宅の所在地 

5 営業所又は事務所を設ける場合におい

ては、その名称及び所在地 

6 第11条第1項の規定による住宅宿泊管

理業務の委託（以下単に「住宅宿泊管理業

務の委託」という。）をする場合において

は、その相手方である住宅宿泊管理業者の

商号、名称又は氏名その他の国土交通省

令・厚生労働省令で定める事項 

7 その他国土交通省令・厚生労働省令で

定める事項 

（添付書類） 

第 3条第 3項 

当該届出に係る住宅の図面、第 1項の届 

出をしようとする者が次条各号のいずれ

にも該当しないことを誓約する書面その

他の国土交通省令・厚生労働省令で定める

書類を添付しなければならない。 

☆法案第 3 条で、住宅宿泊事業者に関

する事項を知事（特別区長）に届け

出ることとなり、適正な事業運営を

させるために必要な措置を区が行う

ことができる。 

 

 

●届出の際、近隣住民に対する事前説明や

周知が行われたことの事実確認に関す

る規定を検討する。 

・届出や添付書類が虚偽であった場合や、

法令違反・欠格事由などの具体的範囲や

運用方法を確認するため、国から省令・

ガイドライン等に関する情報を収集す

る。 

▲記載事項や添付書類に関し

て、省令・ガイドライン等の内

容を確認する必要がある。 
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２ 

民
泊
の
適
正
な
運
営
の
た
め
の
措
置 

⑸
標
識
設
置 

①民泊事業者は、当該施設で民泊を行っ

ていることを近隣住民等が容易に分かる

よう、標識を設置する。 

 

標識設置に対する検討事項 

・標識の種類、大きさ 

・設置場所、記載する内容 

（標識の掲示） 

第 13条 

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公

衆の見やすい場所に、国土交通省令・厚生

労働省令で定める様式の標識を掲げなけれ

ばならない。 

☆法案第 13条で、住宅への標識掲示規

定により、近隣住民等から識別が可

能となり匿名性が排除される。 

・様式に記載する具体的事項や規格等を確

認するため、国から省令・ガイドライン

等に関する情報を収集する。 

▲「公衆の見やすい場所」を例

示する必要がある。 

⑹
管
理
者
設
置 

 

①民泊事業者は、民泊施設の維持管理及

び近隣住民等からの苦情等に対応する

ため、民泊施設ごとに管理者を設置す

る。 

②管理者は利用者に対し、周辺住民の安

全で平穏な生活環境の保持のために必

要な説明を行うなど、適正に運営が行わ

れるよう管理しなければならない。 

③民泊の利用者は、管理者からの注意事

項を遵守するとともに、施設を適正に利

用するよう努めなければならない。 

（周辺地域の生活環境への悪影響の防止に

関し必要な事項の説明） 

第9条 

 住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生

労働省令で定めるところにより、宿泊者に対

し、騒音の防止のために配慮すべき事項そ

の他の届出住宅の周辺地域の生活環境へ

の悪影響の防止に関し必要な事項であって

国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの

について説明しなければならない。 

２ 住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客であ

る宿泊者に対しては、外国語を用いて前項

の規定による説明をしなければならない。 

 

（苦情等への対応） 

第10条 

 住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域

の住民からの苦情及び問合せについては、

適切かつ迅速にこれを処理しなければなら

ない。 

 

☆法案第 9 条で、周辺地域の生活環境

への悪影響の防止に関して規定さ

れ、区が目指してきた趣旨が、ルー

ルとして条文に規定されている。 

 

●事業者の苦情処理経過の実効性のある

確認方法について、国から省令・ガイド

ライン等に関する情報を収集する。 

 

▲宿泊者への説明方法やその

内容について、省令・ガイドラ

イン等の内容を確認する必要

がある。 
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区分 区のルール(H28年 12月時点) 住宅宿泊事業法案（抜粋） 「法案評価」☆と「検討方針」● ▲留意事項 

２ 

民
泊
の
適
正
な
運
営
の
た
め
の
措
置 

⑹
管
理
者
設
置 

 

管理者が行うべき措置に対する検討事項 

・管理者の名称・所在地・連絡先・責任範

囲の明示 

・施設の衛生管理 

・廃棄物の処理 

・利用者との面接 

・利用者へのマナーの周知 

・火災等緊急時の体制の確保 

（住宅宿泊管理業務の委託） 

第 11条（抜粋） 

 住宅宿泊事業者は、次の各号のいずれか

に該当するときは、国土交通省令・厚生労働

省令により、当該届出住宅に係る住宅宿泊

管理業務を一の住宅宿泊管理業者に委託し

なければならない。ただし、住宅宿泊事業者

が住宅宿泊管理業者である場合において、

当該住宅宿泊事業者が自ら当該届出住宅

に係る住宅宿泊管理業務を行うときは、この

限りでない。 

一 届出住宅の居室の数が、一の住宅宿

泊事業者が各居室に係る住宅宿泊管理業

務の全部を行ったとしてもその適切な実施に

支障を生ずるおそれがないものとして国土交

通省令・厚生労働省令で定める居室の数を

超えるとき。 

二 届出住宅に人を宿泊させる間、不在とな

るとき。（以下略） 

☆法案第 11条で、管理者に関する基本

的規定として、①居室数が省令で定

める数を超える場合及び、②事業者

が不在の場合は、住宅宿泊管理業者

（国土交通大臣登録）へ委託する義

務が定められた。 

特に、区のルールでも重要としてい

た家主不在型に対して、適用される

ことになる。 

 

・一定以下の居室の数や事業者の近接距離

など詳細な基準等を確認するため、国か

ら省令・ガイドライン等に関する情報を

収集する。 

 

⑺
防
火
対
策 

①民泊を行おうとするものは、関係機関と

の協議を行い、その結果について、営業

開始前に区に報告する。 

 

防火対策に対する検討事項 

・木賃アパート等、防火上問題のある物

件の取り扱いについて 

（宿泊者の安全の確保） 

第6条 

住宅宿泊事業者は、届出住宅について、

非常用照明器具の設置、避難経路の表示そ

の他の火災その他の災害が発生した場合に

おける宿泊者の安全の確保を図るために必

要な措置であって、国土交通省令で定めるも

のを講じなければならない。 

☆法案第 6 条で、宿泊者の安全の確保

を図るための必要な措置が、義務と

して定められた。 

 

●事業者が事前に関係機関と協議する旨

の規定について検討する。 

●区は区内関係機関と連携体制を確立す

る。 

▲宿泊者の安全確保に必要な

措置について、省令・ガイ

ドライン等の内容を確認す

る必要がある。 
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２ 

民
泊
の
適
正
な
運
営
の
た
め
の
措
置 

⑻
管
理
状
況
の
報
告 

① 民泊事業者は、施設の利用状況につ

いて、1年に 1回以上、区に報告する。 

② 施設運営において改善指導を受けた

場合には、速やかに是正、改善し、区

に報告する。 

 

報告内容に対する検討事項 

・営業日数 

・利用者数 

・ゴミ処理の記録 

（都道府県知事への定期報告） 

第 14条 

住宅宿泊事業者は、届出住宅に人を宿泊

させた日数その他の国土交通省令・厚生労

働省令で定める事項について、国土交通省

令・厚生労働省令で定めるところにより、定

期的に、都道府県知事に報告しなければな

らない。 

☆法案第 14条で、知事（特別区長）へ

の事業者報告に関して、区のルール

と同様に、義務として定められた。 

 

●報告事項や電子申請システム等に関し

て、区のシステム導入・運用を行うため

に、国との連絡・協議を行う。 

 

▲住宅宿泊事業者からの宿泊

日数の報告の確認方法等を

検討する必要がある。 

 

▲報告の詳細については、省

令・ガイドライン等の内容

を確認する必要がある。 

⑼
利
用
者
名
簿 

①民泊事業者は、民泊を運営するにあた

り、利用者が本人であることを面接のう

え、直接確認する。 

②民泊事業者は、利用者の名簿を作成し、

これを備え付ける。 

 

利用者名簿に対する検討事項 

・名簿記載項目 

・利用者名簿の開示の取扱い 

（宿泊者名簿の備付け等） 

第8条 

住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生

労働省令で定めるところにより届出住宅その

他の国土交通省令・厚生労働省令で定める

場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の

氏名、住所、職業その他の国土交通省令・厚

生労働省令で定める事項を記載し、都道府

県知事の要求があったときは、これを提出し

なければならない。 

２ 宿泊者は、住宅宿泊事業者から請求があ

ったときは、前項の国土交通省令・厚生労働

省令で定める事項を告げなければならない。 

 

 

 

 

 

☆法案第 8 条で、住宅宿泊事業者に宿

泊者の情報を管理掌握させること

や、行政の要求に応じ開示する義務

が定められた。 

 

●「直接、面接による本人確認が原則であ

ること」の規定に関する検討をする。 

 

▲宿泊者名簿の備付け場所や

報告事項等の詳細について

は、省令・ガイドライン等

の内容を確認する必要があ

る。 
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区分 区のルール(H28年 12月時点) 住宅宿泊事業法案（抜粋） 「法案評価」☆と「検討方針」● ▲留意事項 

３ 

違
法
民
泊
の
防
止
措
置 

①事業者は、違法民泊を提供、管理、あっ

せんしてはならない。 

②区民や事業者は、違法な民泊を発見し

た場合には、区に通報する。 

③区は、違法に民泊を行っている施設に対

し、必要に応じ立入検査などを実施する

とともに、事業者に改善・是正するよう指

導する。 

（業務改善命令） 

第15条  

都道府県知事は、住宅宿泊事業の適正な

運営を確保するため必要があると認めると

きは、その必要の限度において、住宅宿泊

事業者に対し、業務の方法の変更その他業

務の運営の改善に必要な措置をとるべきこ

とを命ずることができる。 

（業務停止命令等） 

第16条 

都道府県知事は、住宅宿泊事業者がその

営む住宅宿泊事業に関し法令又は前条の

規定による命令に違反したときは、１年以内

の期間を定めて、その業務の全部又は一部

の停止を命ずることができる。 

２ 都道府県知事は、住宅宿泊事業者がそ

の営む住宅宿泊事業に関し法令又は前条

若しくは前項の規定による命令に違反した

場合であって、他の方法により監督の目的

を達成することができないときは、住宅宿泊

事業の廃止を命ずることができる。 

３ 都道府県知事は、前２項の規定による命

令をしたときは、遅滞なく、その理由を示し

て、その旨を住宅宿泊事業者に通知しなけ

ればならない。 

☆法案第 15～16 条で、事業者に対す

る、業務改善、業務停止及び廃止命

令等の行政処分規定について、知事

（特別区長）の権限として条文に明

記された。 
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３ 

違
法
民
泊
の
防
止
措
置 

 （報告徴収及び立入検査） 

第17条 

都道府県知事は、住宅宿泊事業の適正な

運営を確保するため必要があると認めるとき

は、住宅宿泊事業者に対し、その業務に関し

報告を求め、又はその職員に、届出住宅そ

の他の施設に立ち入り、その業務の状況若

しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査さ

せ、若しくは関係者に質問させることができ

る。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員

は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者

に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、

犯罪捜査のために認められたものと解して

はならない。 

☆法案第 17条で、住宅宿泊事業者から

の報告徴収及び施設への立入検査の

規定について、知事（特別区長）の

権限として条文に明記された。 

▲「その他の施設」の範囲（区

外にある場合等）について、

確認する必要がある。 

 

 

（罰則） 

第72条 （略） 

第73条 次の各号のいずれかに該当する者

は、6月以下の懲役若しくは100万円以下

の罰金に処し、又はこれを併科する。 

一 第3条第1項の届出をする場合において

虚偽の届出をした者 

二 第16条第1項又は第2項の規定による命

令に違反した者 

第74条 （略） 

 

 

☆法案の第6章で、それぞれの事業者に

係る罰則が定められた。 
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区分 区のルール(H28年 12月時点) 住宅宿泊事業法案（抜粋） 「法案評価」☆と「検討方針」● ▲留意事項 

３ 

違
法
民
泊
の
防
止
措
置 

 第75条 第11条第1項又は第12条の規定に

違反した者は、50万円以下の罰金に処す

る。 

第76条 次の各号のいずれかに該当する者

は、30万円以下の罰金に処する。 

一 第3条第4項、第26条第1項、第50条第1

項又は第55条第1項の規定による届出を

せず、又は虚偽の届出をした者 

二 第8条第1項（第36条において準用する場

合を含む。）、第13条、第37条第1項若しく

は第2項、第39条又は第60条第1項の規定

に違反した者 

三 第14条の規定による報告をせず、又は

虚偽の報告をした者 

四 第15条、第41条第1項若しくは第2項、第

55条第2項又は第61条第1項の規定による

命令に違反した者 

五 第 17 条第 1 項、第 45条第 1 項若しくは

第 2 項若しくは第 66 条第 1 項の規定による

報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は

これらの規定による検査を拒み、妨げ、若し

くは忌避し、若しくはこれらの規定による質問

に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし

た者 
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３ 

違
法
民
泊
の
防
止
措
置 

 第77条 第8条第2項（第36条において準用

する場合を含む。）の規定に違反して、第8

条第1項の国土交通省令・厚生労働省令

で定める事項を偽って告げた者は、これを

拘留又は科料に処する。 

第78条 法人の代表者又は法人若しくは人

の代理人、使用人その他の従業者が、そ

の法人又は人の業務に関し、第72条から

第76条までの違反行為をしたときは、行為

者を罰するほか、その法人又は人に対して

各本条の罰金刑を科する。 

第 79 条 第 3 条第 6 項、第 28 条第 1 項又

は第 52 条第 1 項の規定による届出をせず、

又は虚偽の届出をした者は、20 万円以下の

過料に処する。 

  

４ 

そ
の
他 

①区は民泊の適正な運営を確保するた

め、必要な情報について、警察、消防、

その他の関係機関と協議し、協力を要請

する。 

▽法案に規定なし 

 

●関係機関との協議、協力に関しての規定

を検討する。 

▲警察、消防との具体的な連

携方法についての検討が必

要である。 

 

 


